
一一旨裁 決

(審査請求人）

(処分庁）高崎市福祉事務所長ノ

審査請求人’｜(以下｢請求人｣という｡）から､平成27年６月17日付け
で請求のあった高崎市福祉事務所長（以下「処分庁」という。）の生活保護法（昭和２５
年法律第１４４号。以下「法」という。）に基づく保護変更決定処分に係る審査請求につ

ざ

いて、次のとおり裁決する。

主 文

処分庁が、請求人に対し平成２７年５月２７日付け高福発第３９１号で行った生活保護
変更決定処分及び平成２７年５月２９日付け高福発第４１６号で行った生活保護変更決定
処分は、これを取り消す。

裁 決 の 理 由

第１事案の概要
審査請求の趣旨及び理由
（１）審査請求の趣旨
本件審査請求の趣旨は、概ね次のとおりであると解される。
①処分庁が平成２７年５月２７日付け高福発第３９１号で行った生活保護変更決定処
分（以下「本件５月分変更決定処分」という。）の取消しを求める。
②処分庁が平成２７年５月２９日付け高福発第４１６号で行った生活保護変更決定処
分（以下「本件６月分変更決定処分」という｡）について、取消しを求める。
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（２）審査請求の理由
本件審査請求の理由は、概ね次のとおりであると解される。
請求人は、失業保険金として平成２７年５月２５日に４５，８８０円を受領したが、
６月分の失業保険金が支給されないうちに５月分変更決定処分に伴う戻入金として４
０,４６０円、６月分変更決定処分に伴う戻入金として６４,２３２円の返納を求め
られた。６月分失業保険金を受領していないにもかかわらず、合計１０４，６９２円
の返納を求める処分は不合理であるため、処分の取消しを求める。

第 ２ 判 断
１認定事実
関係資料によれば、次の事実が認められる。

（１）請求人は平成２５年１２月２０日から生活保護を受給し、本人からの申出により平
-一成-2-7年-9ﾗ月 r̅日ﾗ付けで保護廃工Eき

（２）請求人は、平成２６年６月４．日か
な百う̅てV̅Tろ百一

一
一 一今

から高崎市内の の就労を
← 勺 ･ 記 … …

開始し、給与の支払いは当月２０日締め、当月２５日払いであること、及び初回の給測二層

言辮鱸難夛とについて棚‘‘条はる届出書を平成，・年無
:鹿蕊処分庁は、同年６月分の給与収入を同年８月支給分の保護費に収入として認定した。剛

以降、処分庁は、請求人の給与収入を、収入月の翌々月に認定していた。一=ー
（３）請求人は、平成２７年３月分の収入申告書（収入の内容は、給与収入８２，０００
円）を､同月２６日に処分庁に提出した。
処分庁は、請求人からの収入申告に基づき、同年５月分の保護費に同収入を認定す
る手続きを行った。

（４）請求人は、平成２７年４月分の収入申告書（収入の内容は、給与収入４９，２００
円）を、同月２７日に処分庁に提出した。その際、請求人は同月２０日で就労先を解
雇され、失業保険金の手続き中である旨の法第６１条による届出書を処分庁に提出し
た。
処分庁は、請求人からの収入申告に基づき、同年６月分の保護費に同収入を認定す
る手続きを行った。

(5)請求人は､平成２７年５月分の収入申告書（申告の内容は､失業保険金４５，８８
０円）を、同月２６日に処分庁に提出した。失業保険金の支給日は同月２５日との申
立てであった。
処分庁は、請求人からの収入申告に基づき、同月の保護費に同収入を認定する手続
きを行い、同月分の保護費として支給した４０,４６０円を返納させ、さらに、充当
しきれなかった５,４２０円を同年６月分以降の保護費に収入として充当する本件５
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月分変更決定処分を行った。
(6)処分庁は､請求人の平成２７年６月分の失業保険金受給額が６４，２３２円である
と推計し、同月分の保護費に同額を収入として認定する手続きを行い、６月分として
支給決定済みの保護費から、過支給となる６４，２３２円を返納させる本件６月分変
更決定処分を行った。

（７）請求人は、本件５月分変更決定処分及び本件６月分変更決定処分を不服としても平
成２７年６月１７日付けで審査庁へ審査請求書を送付した。

（８）請求人は､平成２７年６月分の収入申告書（申告の内容は、失業保険金６４，２３
２円）を、同月２２日に処分庁へ提出した。雇用保険受給資格者証の認定日は、同月
１８日であった。
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力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件と
して行われる」ものとされている。これは、生活保護制度における基本的な原則の一
つである保護の補足性について定めた規定であって、生活保護制度が、自己責任の原
則に対して補足的役割を担っていることを定めたものである。これは、法の基本原理
であって、法の解釈及び運用は、すべてこの原理に基づいて行われなければならない
ものである。
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そして、法第８条第１項によれば、「保護は、厚生労働大臣の定める基準により測
定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことので
きない不足分を補う程度において行うもの」とされている。
これは、生活保護制度により保障されるべき最低限度の生活は、厚生労働大臣の定
めた法による保護の基準(昭和３８年４月１日厚生省告示第１５８号)によって､要
保護者各々について具体的に確定され、そして、その保護の程度は、保護の基準によ
って測定された需要と要保護者の資力（収入）とを対比し、その資力で充足すること
のできない不足分についてされることを定めているものである。
したがって、被保護者が収入を得た場合には、その収入額は当該被保護者の収入と
して認定されることになり、当該被保護者に適用される保護の基準とされた金額から
減額されることになるのである。
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そして、法第６１条は、「被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動
があったとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに、
保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない」と規定してい
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また、「生活保護法による保護の実施要領について」（昭和３６年４月１日厚生省
発社第１２３号厚生事務次官通知）第８-３-（２）一アー（ア）によれば、失業保
険金は「恩給、年金等の収入」に区分され､この収入は「生活保護法による保護の実
施要領について」（昭和３８年４月１日社発第２４６号厚生省社会局長通知)。（以下
「局長通知」という。）第８一１-（４）-アで「原則として受給月から次回の受給
月の前月までの各月に分割して収入認定すること」とされている。
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９これらを本件についてみると、請求人は就労を開始するとき及び離職したときには

法第６１条に基づく届出書を、収入があったときには収入申告書を、すみやかに処分
庁に提出している事実が認められる。
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一方、処分庁ば請求人からの収入申告に基づき収入認定を行っているが、請求人

が就労を開始した当初から、収入月の翌々月に収入認定を行っており、平成２７年３
月分の給与収入を同年５月分の保護費に、同年４月分の給与収入を同年６月分の保護
費に収入として認定している。そして、請求人が平成２７年４月に失業し、同年５月
２５日に受給した失業保険金を同月分の収入として認定し、同年６月下旬に受給する
見込みの失業保険金を処分庁が推計し、同月分の収入として認定している事実が認め一
られる。

局長通知第10-2-(7)一オによれば、「保護総続中の者が新たに就労した場
合であって、当該新規就労による収入を当該月の収入として計上することが不適当で
あると認められる場合に限り、当該収入をその翌月の収入として計上して支給額の算
定を行･うこと」とされ、「この取扱いを受けた者に係る翌月以降の収入の認定は、当
該月の収入をその翌月の収入とみなして取扱うものである」とされている。

そもそも給与等の収入は、収入のあった日以降の生活に充てるのが原則であり、局
長通知第１０-２-（７）一オの取扱いからも、月の下旬に収入を得た場合は翌月の
収入として計上することが妥当であるといえる。
また、局長通知第８-１-（４）一アによれば、失業保険金は「原則として」受給

月に収入認定することとなるが、就労収入の補填として給付される失業保険金の性格
に鑑みれば、老齢年金等の取扱いとは異なり、給与収入と同様に取り扱うことが妥当
と考えられる。したがって、月の下旬に受給した失業保険金を当月分の収入として遡
って認定したり、月の下旬に受給する見込みの失業保険金を当月分保護費の算定の際
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に収入として認定し、あらかじめ返納を求めることは、その先の生活が保障されない
こととなり、最低生活を保障した法の理念に反する。

なお、処分庁のこれまでの給与収入の認定時期からすると、請求人が受給した失業
保険金はそれぞれ受給月の翌々月に充当する扱いとなるが、この取扱いは資力がある
にも関わらず不当に収入認定を先送りにしていることとなるため、請求人が平成２７
年５月２５日に受給した失業保険金は同年６月分の収入として、同年６月２２日に受
給した失業保険金は同年７月分の収入として認定することが妥当である。

よって、処分庁の本件５月分変更決定処分及び本件６月分変更決定処分は不当であ
り、請求人の主張には理由がある。
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請求人からの本件処分の取消しを求める審査請求は理由があるから、
(昭和３７年法律第１６０号）第４０条第３項の規定に基づき、主文の

蕊澤 正

平成２８年３月４日
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